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陳情の審査 

 陳情第１４２号 都市計画法、条例に係る二項道路への 

Ｕ字側溝の設置及び建築基準法に 

基づく立入調査の実施に関する陳情 
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資料３  ２項道路の状況（陳情の要旨１） 

資料４  宅地造成事業の状況（陳情の要旨１） 

資料５  建築物とフェンスの状況（陳情の要旨２、３） 

資料６  陳情者への対応経過 

資料７  川崎市を業務区域とする指定確認検査機関への 

立入検査実施要領（抜粋） 

資料８  川崎市手数料条例（抜粋）
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資料２現地の状況
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２項道路の状況（陳情の要旨１）

Ａ

Ａ

Ｂ

建築基準法第42条第2項道路

宅地造成事業２

宅地造成事業３

約0.8m
後退用地
（後退済）

約2.4m
2項道路
（元道）

約0.8m
後退用地

資料３

Ｌ型側溝

Ｌ型側溝

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｅ
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開発許可(H16年)により整備した道路

Ｂ Ｄ 宅地造成事業１

宅地造成事業１ 宅地造成事業２ 宅地造成事業３

申 請 者 ： ㈱成建トーワ ㈱成建トーワ ㈱成建

区 域 面 積 ： 400.67㎡ 431.79㎡ 278.30㎡
許可年月日 ：平成20年12月1日平成21年6月12日平成22年11月17日
検査済証交付年月日：平成21年2月5日 平成21年9月1日 平成23年1月6日
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宅地造成事業の概要



開発許可(H16年)により整備された
市道上作延204号線
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建築物とフェンスの状況（陳情の要旨２、３ ）
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確認年月日 平成30年11月22日 昭和50年7月16日（新築時）

確認機関
ユーディーアイ
確認検査㈱

川崎市（新築時）

現在の状態 工事中 増築工事完了済（平成28年頃）

建築確認経過の概要
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  平成２９年８月～９月

   陳情者から文書等による要望を受け、随時対応を行う。要望の主旨は以下

の通り。

・７１４－１０（当時の建築物。現在は解体済）、１１は建築基準法違反

であるため指導を行うこと

・当該地南側フェンスは違法であるため適切な位置に移設すること

・市が行った民地への雨水流入防止工事は違法

  平成２９年１１月

   文書による回答を求められ、陳情者に回答書を渡す。回答の主旨は以下の

通り。

・上作延７１４－１０、１１は調査中。内容ややり取りは個人情報である

ため回答できない

・フェンスは道路管理者が設置したもので違法ではない

・雨水流入防止工事は近隣住民からの要望により道路管理者が行ったも

ので、違法ではない

なお、回答の際、説明時に使用した道水路台帳は補足資料として渡す必要

はないと判断。その後、陳情者からの申請があったため、閲覧手数料の

３００円を徴収して写しを交付した。

平成３０年１月～平成３１年１月

 陳情者より市長への手紙などが提出される。いずれの内容もほぼ上記と

同じだが、新しい要望は以下の通り。

・２項道路にＵ字側溝を設けること

・７１４－１０の確認を行った指定機関に立入検査を行うこと

・道水路台帳閲覧手数料の徴収は手数料条例に反するので還付すること

資料６
陳情者への対応経過 
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平成２６年４月１日

２６川ま建管第４９８号

部 長 決 裁

（目的）

第１条 この要領は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。）第７７条の

３１第２項の規定による指定確認検査機関（以下「指定機関」という。）

への立入検査を円滑に実施するために必要な事項を定める。

（立入検査実施の決定）

第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に立入検査を実施するこ

  とができる。

（１） 指定機関から提出された確認検査に関する報告書の内容に基づき、不

適切な確認検査が行われている疑いが生じた場合

（２） 周辺住民や内部からの通報等による情報提供に基づき、指定機関によ

る不適切な確認検査が行われている疑いが生じた場合

（３） 指定機関が過去に行った確認検査について建築基準関係規定への違反

の見過ごしの疑いが生じた場合

（４） その他立入検査の実施が必要と認める事由が生じた場合

第３条～第８条 略

８ 

川崎市を業務区域とする指定確認検査機関への立入検査実施要領（抜粋） 

資料７



川崎市手数料条例（抜粋）

第１条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 227条の規定により徴収する
手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から徴収

する。ただし、第 276号の手数料については、月ごとに徴収することが
できる

(291) その他の公文書又は図面（市長が別に定めるものを除く。）を閲覧に
供する事務 １件につき 300円

第２条の２～第６条 略

第７条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除する

ことができる。

(１) 官公署からの請求によるとき。
(２) 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による保護を受けている者か
らの請求によるとき。

(３) その他市長が減額又は免除を適当と認めるとき。

第８条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しの場合においても、これを

還付しない。

第９条 略
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